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職
員
の
非
違
行
為
の
懲
戒
処
分
の
基
準
を
見
ま

す
と
、
公
印
の
詐
欺
使
用
に
当
た
り
ま
す
か
。

総
務
課
長　

職
員
の
処
分
は
、
国
家
公
務
員
の

処
分
基
準
の
項
目
に
照
ら
し
て
、
処
分
の
判
断

を
し
ま
し
た
。

服
務
規
程
な
ど
に
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
事

務
を
つ
か
さ
ど
る
規
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。
村

長
が
責
任
を
取
れ
ば
よ
い
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
行
政
処
分
審
査
委
員
会
に
諮
問
し
た
の
で
す
か
。

総
務
課
長　

行
政
処
分
審
査
委
員
会
に
は
、
職

員
の
処
分
に
関
し
村
長
か
ら
諮
問
し
ま
し
た
。

村
長
の
減
給
は
、
村
長
御
自
身
が
判
断
し
た
も
の
で
す
。

答 第
５
回
臨
時
会
が
７
月
29
日
に
開
会
し
、
議
案
４
件
が
提
出
さ
れ
、
全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

令和４年 第５回臨時会 ７月29日

条例
制定

榛
東
村
長
の
給
料
の
減
額

７
万
２
５
０
０
円

　

職
員
２
名
に
よ
る
職
務
上
の

非
違
行
為
に
よ
り
、
村

行
政
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
て
し
ま
っ
た
責
任
を
重
大
に
受

け
止
め
、
村
長
の
給
料
の
月
額
10
分
の
１
を
、
１
カ
月
減

額
と
す
る
条
例
制
定
が
提
出
さ
れ
可
決
さ
れ
ま
し
た
。（
８

月
分
）�

《
全
員
賛
成
》

問問 答 懲
戒
処
分
の
基
準
は

工事請負
請負

防
災
中
枢
機
能
施
設
の

造
成
工
事
が
決
ま
る

　

令
和
３
年
度
（
繰
越
）
榛
東
村
防
災
中
枢
機
能
施
設
整
備
事
業
敷
地
造
成

工
事
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
、
全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

《
全
員
賛
成
で
可
決
》

業
者
の
指
名
と

�

工
期
は
適
正
か

こ
の
指
名
は
入
札
で

決
定
さ
れ
た
と
思
い

ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で

選
定
し
ま
し
た
か
。

副
村
長　

群
馬
県
の

　

Ａ
ク
ラ
ス
と
村
の

業
者
の
中
で
は
企
業
育
成
の
た

め
県
の
Ｂ
ク
ラ
ス
以
上
を
基
準

と
し
て
選
定
を
行
い
ま
し
た
。

工
期
内
で
予
定
ど
お

り
完
成
で
き
る
見
通

し
で
す
か
。副

村
長　

現
場
管
理

は
群
馬
県
の
建
設
技

術
セ
ン
タ
ー
に
お
願
い
し
て
実

施
す
る
予
定
で
す
が
、
こ
の
工

期
内
で
十
分
完
成
で
き
る
見
込

み
で
す
。

問問 答答

工事の名称 令和３年度（繰越）
榛東村防災中枢機能施設整備事業敷地造成工事

工 期 令和４年７月 29日～令和５年３月 15日まで

契 約 金 額 １億 6049 万円
（うち取引に係る消費税および地方消費税の額 1459 万円）

契 約 の
相 手 方

北群馬郡榛東村大字新井 1488 番地 6
岩崎建設株式会社　代表取締役　岩崎良治

工 事 概 要 敷地造成工事　約 1万８千㎡
撤去工、造成工、擁壁工、柵工、取水工・用水迂回工

Ａ
ク
ラ
ス
と
は
…
群
馬
県

が
、
工
事
種
類
別
の
施
工

能
力
を
判
定
し
、
級
別
の

格
付
け
を
行
う
も
の
。
こ

こ
の
ラ
ン
ク
は
、
土
木
一

式
工
事
業
者
の
等
級
。

非
違
行
為
と
は
…
法
に
反

す
る
こ
と
。
今
回
の
非
違

行
為
は
、
工
事
費
の
支
払

い
期
限
を
過
ぎ
て
も
遅
延

し
た
こ
と
と
、
補
助
対
象

事
業
の
事
務
処
理
に
お
い

て
、
偽
装
の
村
長
印
を
用

い
た
行
為
。


